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Q
Ａ
運営適正化委員会とはなんですか？
　福祉サービスの利用に関する「苦情」は、福祉サービスを提供し

ている事業者と利用者との話し合いで解決していくことが必要です。

　しかし、当事者同士の話し合いでは解決できない場合や苦情を言いにく

い場合があります。

　そのようなときに中立・公正な立場で相談や助言、調査等を行い、苦情

の解決をお手伝いするため、社会福祉法第83条により設置された委員会

です。本県では「秋田県福祉サービス相談支援センター」の名称でお手伝

いしています。

Q
Ａ
どのような方が利用できますか？
　福祉サービスを利用している本人や家族、ご本人の代理人等が相

談できます。また、民生委員・児童委員や職員など利用しているサー

ビス内容についてよく知っている方も相談できます。

Q
Ａ
どのようなことをしますか？
　苦情相談はセンター職員が受付け、本人の同意を得た上で助言や

必要に応じて事情調査やあっせん等を行います。また、相談内容に

よっては弁護士や医師、大学教授、社会福祉士等の苦情解決委員が専門の

立場で相談や助言を行います。

Q
Ａ
どのようにすれば利用できますか？
　利用を希望する方は、直接相談支援センターにお越しいただくか、

電話やファクシミリ、メール、お手紙等でも相談をお受けします。

Q
Ａ
名前を言わなくとも利用できますか？
　匿名でも相談できます。ただし、匿名の場合、助言はできますが、

苦情の対象となっている事業者への事情調査等を行う事が難しい場

合があり、苦情解決のお手伝いができない事もあります。

Q
Ａ
利用料は必要ですか？
利用料は必要ありませんので、お気軽にご相談ください。Q

Ａ
どのような福祉サービスの苦情相談ができますか？
　子どもや障害者、高齢者等に関する在宅における福祉サービスや

福祉施設でのサービスに関する苦情の相談をお受けします。なお、

介護保険サービスに関する苦情は、秋田県国民健康保険団体連合会

（018-883-1550）、要介護度の認定に関する苦情は市町村の介護保険

担当で受け付けています。
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取り扱えない苦情相談はありますか？
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絡ください

と あつか そう だんじょうく

さい

ゆう

らく

せん とう とりあつかい く じょう いち ど れん

ばん しょ けい そうちゅう ぎょうせい ふ ふくもうしたてちゅう ほか き たい おうかん

く じょう

く かい けつ て つだ ことあい じょう

たい じ じゃ じ さ とう おこな こと むずか ばちょうじょうぎょうしょう

めい とく めい ば あい じょ げんそう だん

て がみ とう そう だん うわ

よう き ぼう かた せつ そう だん し えん こちょく

じょ げん おこな

ご し い し だい がく しゃ かい ふく し し とう く かい けつ い いん せん もんじょうきょう じゅ

よう おう じ さ とう おこな そう だん ない ようじょうちょう

そうだん しょくいん うけ つ ほん にん どう い え うえ じょ げん

（ （

（秋田県運営適正化委員会）
秋田県福祉サービス相談支援センター

ふくけんたあき そう だん し えんし

Q&Aの苦情相談

あき た けん うん えい てき せい か い いん かい

く じょう そう だん

（秋田県運営適正化委員会）
秋田県福祉サービス相談支援センター

ふくけんたあき そう だん し えんし

Q&Aの苦情相談

あき た けん うん えい てき せい か い いん かい

く じょう そう だん

②助言・⑥あっせんの提示
じょ げん てい じ ①苦情の申出

く じょう もうし で

④事情調査の実施

⑥あっせんの提示

じじょう ちょう さ じっ し

てい じ

③事情調査の同意

⑤あっせんの同意

じじょう ちょう さ どう い

どう い

解決結果の報告
かい けつ けっ か ほう こく

緊急時の通知・情報提供
きん きゅう じ つう ち じょうほう ていきょう

監査・指導
かん さ し どう

苦情（意見）の受付・苦情内容の確認
く じょう い けん うけ つけ く じょうない よう かく にん

②苦情の受付・相談・助言
く じょう うけ つけ そう だん じょ げん

③事情調査の希望と同意
くじょうちょう さ き ぼう どう い

④解決あっせんの希望と同意
かい けつ き ぼう どう い

④事情調査の実施
じじょうちょうさ じっ し

⑥あっせんの提示
てい じ

虐待等の重大な不当行為
ぎゃくたいなど じゅうだい ふ とう こう い

関係法令で義務づけられている通報
かん けい ほう れい ぎ む つうほう

話し合いによる解決
は あ かい けつ


